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第 4 章　国際機関・他ドナー・NGO 等の動向、活動及び展望

4 － 1　援助全般に係る現状及び協力実施上の方針、課題、展望

最近の環境に関するこの地域への援助傾向は、UNDP のラテンアメリカ地域に対する環境及び

持続的開発への資金配分（1992 ～ 2001 年）によると、全セクター99 億 4,500 万米ドルのうち 13%

を占めている。地域配分は次のようである。

ラテンアメリカ（カリブ海地域も含む）地域全体が、13 億4,500 万ドルに対して、南米中心部が6 億

5,800 万米ドル、アンデス諸国が2 億 7,400 万米ドル、中米（メキシコも含む）が 2 億 3,400 万米ド

ル、カリブ（ベリーズも含む）が 8,900 万米ドル、地域共通が 9,000 万米ドルとなっており、中米

への比率が高くなっている。また、中米への資金の内訳は次の表のとおり、生物多様性への支出

が多い。

表 4 － 1

経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）は 1991 年に国別環境調査及び戦略を策

定し、国別環境調査及び戦略は環境の質及び自然資源の利用における傾向を調べ、その資源管理

に関連した法的、経済的、社会的そして制度的問題を評価している。これら調査及び戦略は、一

般に、国土、水、鉱物、森林・海洋資源などの利用について説明を施し、野生生物や公園の保護

状況を見直し、都市化や空気・水の汚染、衛生、そして有害廃棄物についての諸問題を調査し、こ
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れらの諸問題に関する社会的及び経済的次元について評価している。そして環境プランニング、環

境管理のための政策及び制度面の枠組みの分析なども行っている。さらに、政策及びプログラム

勧告を作成し、政策の歪み、制度面の障害、その他の不都合を解決し、それをその国における効

果的な自然資源プランニング及び環境管理に生かすことを意図としている。

国別環境調査及び戦略及びそのプロセスは、持続的開発を生み出すための長期的戦略の一部と

みなされており、そうした開発は環境改善及び自然資源のプランニング、管理を通して得られる

ものである。

また、OECD の開発委員会は地球環境問題に関する援助機関ガイドラインを 1991 年に作成し、

以下の分野で援助機関に対する援助の指針を作成した。

①　気候変動

②　オゾン減少

③　有害廃棄物

④　生物多様性

4 － 2　援助機関のセクター会合の成果、現状及び問題点

（1）メソアメリカ生物多様性回廊（MBC）ドナー会合

2002 年 12 月パリにおいて開かれた MBC のドナー会合は、世界銀行と中米環境と開発委員

会（CCAD）の主催であったが、中米各国環境大臣のみならず、米州開発銀行、UNDP、UNEP、

地球環境ファシリティ（GEF）などの多国機関、ドイツ、ノルウェーなどの援助機関、フォー

ド財団などの NGO が参加した。

この会議において、CCAD は2003 年から2007 年にかけての実行計画（総額7,000 万米ドル）

を提案した。UNDP の代表からコーヒー生産地域である中米にとって、ベトナムなどでの急

速なコーヒー生産拡大が脅威となりつつあることは経済面、生態系保全の面から懸念がある

との発言があった。これに対しドイツ経済開発協力省の代表からは、2003 年からのプロジェ

クトの議論を行うベースとして、既存プロジェクトの進捗状況や成果について、しっかりと

した評価を行うことが不可欠であるとの意見が出された。

議長のコスタリカ環境大臣は、持続的開発を通じて、この地域の貧困低減を行うことであ

る。また、和平がこの地域の統合の条件であると述べた。また、CCAD が果たす役割の重要性、

各国環境省の位置づけの確立、市民社会の参加、環境支出への財政的持続性、提案されたビ

ジネス・プラン実行計画の実施のための中米環境開発基金の強化などが提案された。
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（2）メソアメリカ保護区会議

2003 年 3 月にニカラグアのマナグアにおいて開催された第1 回メソアメリカ保護区会議は、ド

ナー会議ではないが、世界銀行、UNEP、米国国際開発庁（United States Agency for Interna-

tional Development：USAID）、ドイツ技術協力公社（Deutshe Gesellschaft fur Technische

Zusammenarbeit：GTZ）、世界自然保護基金（World Wildlife Foundation：WWF）なども参加

した。この会議の成果がマナグア宣言として発表された。要点は以下のとおりである。

1）ニカラグア国家保護地区システム（Sistema Nacional de Áreas Protegidas：SINAP）と中

米保護区システム（Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas：SICAP）を中米統合機

構（SICA）と CCAD の枠組みのなかで統合し強化する。

2）短期間のうちに、住民参加による中米保護区政策と戦略を策定する。

3）国内外の資金による SINAP の金融戦略を推進する。

4）地域の教育、通信、商業モデルに、その保護区に関する経験と知識の導入を推進する。

5）SICAP と SINAP の管理と、中米環境計画（PARCA）との整合を図る。

6）SINAP に携わる人員の継続的能力開発を強化するため、現場担当者によって展開された活

動を重視する。

7）共有する天然資源の統合と管理のためのメカニズムとして、多国間にまたがる保護区のプ

ロジェクトを支援する。

8）保護区の管理と、その便益の正当で公平な分配のために、先住民や民間組織、地方自治体

の参加を促進する。

9）中米の保護区と自然遺産の統合と保全を目的として、自由貿易のような、地域間の経済開

発スキームや関連事業に、国や地域が参加する。

10）中米として、中米生物回廊や中米岩礁システム、そしてプエブラ・パナマ・プラン（PPP）

のような前例に基づき、メキシコとの協力と協調関係を継続し強化するという意思を確認す

る。

11）SINAP の発展と統合における、友好国、国際機関、NGO の協力の貢献を確認する。

12）CCAP を通して本宣言のなかに中米の基本的位置づけを示し、2003 年 9 月にダーバンで

開催される第 5 回世界公園会議と、生物多様性に関する条約の COP 7 への積極的な参加を

促す。

4 － 3　我が国の援助実績

（1）環境分野の援助方針

1992 年の地球サミットの際、我が国は、21 世紀に向けた環境開発支援構想（Initiatives for

Sustainable Development toward the 21ST century, ISD）を発表し、1992 年から 1995 年に
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至る 5 年間に環境分野における政府開発援助を約 1 兆 4,000 億円支出した。ISD の理念として

は、次の 3 点であった。

・人類の安全保障（Global Human Security）：環境破壊は人類生存の脅威となり得る広い

意味の安全保障の問題である。

・自助努力（Ownership）：途上国が第一義的な責任と役割を担って主体的に環境問題に取

り組むことが重要であり、援助国はこうした自助努力を支援する。

・持続可能な開発（Sustainable Development）：途上国が持続可能な開発の観点から発展し

ていくために、その国の経済的・社会的状態を勘案しつつ環境協力を支援する。

その後、先進国を中心とする経済活動水準の一層の高度化に加え、開発途上国を中心とし

た貧困と人口の急増・都市集中、更に国際的な相互依存関係の拡大等を背景として、地球環

境問題がより顕在化してきている。このような地球環境問題に対処するため、国際機関の活

動への支援、条約・議定書の国際交渉への積極的参加、諸外国との協力、開発途上国への

支援を積極的に行ってきている。

2002 年 8 月に南アフリカ・ヨハネスブルグにおいて、「持続可能な開発に関する世界首脳会

議（World Summit  on Sustainable Development：WSSD）」が開かれた。

（2）中米フォーラム

日本・中米フォーラムは、日本と SICA 加盟国である中米諸国間との相互理解、及び、外交

政策、持続的発展、経済技術協力、経済交流、文化交流等の分野における関係強化を図るこ

とを目的とし、1995 年 9 月に設置された。フォーラムは日本及び中米諸国の外務省高官レベ

ルが参加し、年 1 回開催されることとなっている。過去のフォーラムの主な内容は次のとお

りである。
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でニカラグア、エルサルバドル、パナマの順となっているが、累計実績を見ると、メキシコ

が 1,475 人と第 1 位であるのは変わらないが、次いで、ホンジュラス、コスタリカ、グアテマ

ラであった。かつては内戦など問題があった国々への協力が増加したことが分かる。開発調

査件数の累計を見ると、メキシコの 39 件が最も多く、次いでホンジュラス、グアテマラ、コ

スタリカと、専門家派遣と同様な傾向を示している。

JICA の協力実績（2001 年度全世界対象）を環境分野別に見ると、防災が約 53 億円で第 1、

次いで上水道、森林保全、自然資源管理、複合の順になっている。対象地域のグリーンイ

シューについて、JICA の協力実績を見ると、専門家派遣では環境行政、森林、流域保全の関

係が多く、プロジェクト方式技術協力ではメキシコの湿原保全、パナマの森林保全と運河流

域保全のみであり、開発調査ではそのほとんどが森林関係である。ブラウンイシューについ

て、専門家派遣では大気汚染、水質汚染、廃棄物、下水処理、鉱山公害などと多岐にわたって

いるが、プロジェクト方式技術協力ではメキシコの環境研究研修センターのみであり、開発

調査のほとんどが廃棄物処理の調査である。ブラウンイシューでは無償資金協力が、グアテ

マラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアで行われており、廃棄物処理と浄水場整

備であった。

（4）中米及びカリブ海地域に対する JICA 援助の基本方針

中米・カリブ海地域に対しては、以下の重要課題や援助受入国の自助努力を念頭に置き、人

づくり、国づくりへの協力を行っている。

1） 南南協力を生かした広域協力の推進

比較的開発の進んだ国と厳しい状況に置かれた国とが、スペイン語や英語といった共通言

語で結ばれており、相互の協力を進める機運が高まっている。援助の効率を上げる必要性も

高まっており、今後もこの地域における南南協力の支援は、重要な課題となっている。また、

共通テーマを多く抱えるこの地域に対して、1 つのプロジェクトが複数の国に受け入れられ

るような効果的、効率的な広域の協力を推進する。

2） ハリケーン災害後の開発

1998 年の史上最大規模のハリケーン・ミッチ、2001 年のエルサルバドル大地震は、共に

甚大な被害を与えた。被災国の復旧・復興計画を支援するとともに、自然災害の多いこの地

域の防災力の強化も支援する。

3） 環　境

この地域でも、産業・経済の近代化や発展、人口の首都圏集中に伴い、大気・水質汚染、有

害廃棄物などの環境問題が深刻化し、これらに対する取り組みが緊急かつ重大な課題となっ

ている。この地域は、生物多様性の豊かな森林地帯や美しい海洋を有しており、その保全が
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人類の財産を守ることにつながる。

4） 内戦終結後の開発

十数年続いた内戦により、各国の社会・経済基盤は深刻な被害を受けた。特に被害が深刻

で支援の必要な分野は、上水道施設、保健医療、基礎教育など住民の民生に関する分野や、食

料の安定的供給に必要な農業開発、道路・橋梁など経済インフラの整備である。また、民生

安定と貧困軽減も重要課題となっている。

（5）JICA の国別援助方針

JICA では国別事業実施計画を毎年作成しており、国の開発の方向性、開発課題と事業計画、

協力上の留意点の構成となっている。この事業実施計画では、今後の援助重点分野を表 4 －

3 のように提示している。
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4 － 4　援助受入機関の概要

4 － 4 － 1　中米統合機構環境総局（Departamento General de Medio Ambiente：DGMA）の体

制、援助受入方針、援助受入状況及び問題点

（1）環境総局

1989 年中米諸国の環境保全への関心の高まりのなかで設置された。その後、SICA の発足

に伴い、SG-SICA 内に中米環境総局として位置づけられるようになった。総局は、エルサ

ルバドルの SG-SICA 内にある。

（2）国際協力の方針

中米地域諸国の公共経済の直面する困難と環境問題のもつ性格、すなわち多くの場合、不

経済及び外部経済が生じ、国際協力の政府・団体による公共投資、財政的技術的資源は

CCAD の大臣会議及び SE-CCAD にとって最も重要な活動となっている。したがって、国際

協力への接近は SE-CCAD の制度的戦略の成功した実施のためには最も重要な機能のひとつ

と言える。協力への努力は、市民参加を図ったシステマティックな照準が必要であり、そ

れは戦略的ガイドラインによる協力のための必要性と優先度を証明するものを含んだもの

である。

1）CCAD の組織

CCAD には大きく 3 つの組織がある。

a）環境大臣会議（政治的最高決定機関）

CCAD 事務局長（現在は、コスタリカ人の Mauricio Castro Salazar 氏）が環境大

臣理事会から任命されている。

b）技術委員会（特別な事項に関する特別な顧問）及び経理監査

c）事務総局（総務全般と大臣会議で合意された事項のフォローアップ）
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出所: http://ccad.sgsica.org/documentos/comitestecnicos/4

図 4 － 1　組織図

2）CCAD の基本的政策

CCAD の目的は次のようなものである。

a）高い生物生態多様性に性格付けられた地域の天然資産を保護する。

b）開発にかかわるすべての要素とともに持続的開発のモデルの研究と適応のなかで

中米諸国間の協力関係を設立する。

c）地域の天然資源の最適かつ合理的な使用、汚染制御、生態バランスの確立のための、

政府の、非政府の、国際機関の調整された行動を推進する。

d）目的に達するための必要な地域及び国際的な資金の確保する。

e）天然資源と環境の管理に責任を有する国家組織を強化する。

f）地域の持続的開発のための戦略、特に環境配慮と国家開発計画のパラメーターとの

調和を通じて、政策方針、国の規制を策定する努力への支援を行う。

g）次の分野から優先行動分野を決定すること。

・環境教育と能力開発

・流域保護と分担されたエコシステム

・都市部の公害抑制

・危険有害物質と廃棄物の搬入及び管理

・人々の健康と生活の質に影響し環境悪化の要因となるものの排除

h） 参加型、民主的、地方分権的な環境管理を中米諸国で推進する。
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図 4 － 10　パナマ環境省の組織図

4 － 4 － 3　援助機関の援助状況

（1）欧州連合（European Union：EU）の中米への地域戦略　2002 ～ 2006 年

この地域の特徴のひとつは、自然災害のインパクトへの脆弱性である。1998 年ハリケー

ン・ミッチは特にホンジュラスとニカラグアに深刻な被害を与えた。また、2001 年の初頭

にはエルサルバドルの一部に地震の被害があり、2002 年 5 月には地域全体を旱魃が襲い、

秋にはハリケーン・ミシェレが新たな被害を与えた。

EU は、サンホセ会議以来、特に 1984 年以来この地域の平和、民主主義、発展のための

努力を支援してきている。それ以来、政治的次元を離れ、地域及び二国間協力の双方を許

容してきている。この協力の継続が、平和、民主主義、社会経済的な発展を強化するこの地

域の努力を補完する鍵となる。

出所：パナマ環境省ホームページ
http://www.anam.gob.pa/organizacion.htm
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その意味で EU は、地域統合の過程で付加価値をもたらし、真のインパクトをもつプログ

ラムによって幅広くより深い統合へ地域協力の焦点を当てていく意向である。協力の分野

は以下のとおりである。

・地域統合と共通政策の実施への支援

・地域統合の過程における市民社会参加の強化

・脆弱性の低減と環境の改善

（2）ドイツの例

ドイツは中米・カリブ持続的天然資源管理プロジェクトとして、幅広い援助を行っている。

二国間援助が主体であるが、下記のような中米地域を対象としたプロジェクトも行っている。
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（5）コスタリカ

INBio（Instituto Nacional de Biodiversidad）

出所：http://www.inbio.ac.cr

4 － 5　世界銀行及び GEF による現状評価

4 － 5 － 1　世界銀行

（1）環境分野の課題

世界銀行は、中南米・カリブ海地域における重要な環境問題として以下の 3 つの課題を

あげている。

1）都市と産業からの公害

2）自然資源の乱開発と陸海の生物多様性の破壊

3）自然災害への脆弱性

これら環境問題の原因として、以下をあげている。

・社会経済条件が悪い

・経済構造が自然資源に依存し過ぎている

・環境規制や法制度を施行する行政の力が弱い

・価格や補助金が適正でない

・土地所有権が不明確である
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・経済的インセンティブが弱い

・関係者の参加が限られている

・汚染の排出者とのパートナーシップが欠如している

・データ収集及び計画手法が確立されていない

（2）援助の動向

近年においては、世界銀行の環境分野での援助の動向に変化が見られる。

1）焦点の変化：グリーンイシューからブラウンイシューへ、セクター別から総合アプロー

チへ

2）社会配慮への取り組み：コミュニティーの主体性尊重、原住民への支援強化、住民移

転など社会インパクトへの配慮

3）市民の参加と対話の強調

4）戦略的（セクター、地域）環境アセスメントの実施

5）地球レベルと各国レベルで共通の環境問題の認識：国際協定への各国の取り組み支援

これまで世界銀行が行ってきたセクター援助のなかでも、環境への配慮を特に強化する

必要がある部門として、以下があげられている。

1）エネルギー部門（再生可能資源、エネルギーの効率性）

2）都市部門（廃棄物管理、スラム改善）

3）交通部門（大気汚染管理）

4）水資源及び衛生部門（下水処理、水質基準）

5）鉱業部門（汚染されたサイトの浄化、規制・制度の整備）

優先課題への取り組み

1）国際理解の促進：環境と貧困と経済成長の関係

2）自然資源の持続可能な開発・利用

3）国際理解の促進：環境と健康の関係

4）安全な水の確保

5）大気汚染の改善

6）有害物質の使用抑制

7）環境へ配慮したマクロ経済政策及び施策

8）行政・制度の整備

9）環境保全の意識強化

10）市民の参加と対話の促進

11）クリーンな生産技術の促進
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12）生物多様性の保護

13）気候変動への取り組み

14）オゾン層破壊物質の段階的使用停止

15）国際水域の環境保護と回復

世界銀行は、将来に取り組む可能性の高い分野としてこれらの優先課題をあげており、各

国政府との対話と CAS に基づいて協力を進めていく予定である。

（3）対象地域におけるプロジェクト

2001 年 7 月現在、環境保全を主目的にしたプロジェクトは、LAC 地域で 81 事業に及び、

総額約 24 億米ドルの支援を行っている。環境保全事業の主な分野としては、行政・制度の

整備、生物多様性の保護、自然資源管理、水資源管理、公害防止、自然災害対策がある。対

象地域における世界銀行の環境プロジェクトは付属資料に示すとおりである。

4 － 5 － 2　GEF（Global Environment Facility）

（1）概　要

GEF とは、地球環境の保全に寄与するプロジェクトやプログラムを実施するために発展

途上国へ資金援助を行う機関である。生物多様性、気候変動、残留有機汚染物質（Persistent

Organic Pollutants：POP）に関する国際的な環境協定の実施を支援する資金メカニズムと

して 1991 年に創設された。その後、業務範囲は広がり、砂漠化、国際海域、オゾン層に関

するプロジェクトの支援も行うようになっている。

（2）主要分野

現在、地球環境へ深刻な影響を及ぼすことを防ぐため、以下の 6 つの主要分野において資

金提供を行っている。

・生物多様性（Biodiversity）

・気候変動（Climate Change）

・国際水域（International Waters）

・オゾン層破壊（Ozone Depletion）

・土地破壊（主に森林破壊と砂漠化）（Land Degradation）

・残留有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants）

これら 6 分野は、それぞれが基礎を置く国際協定の実現のために確立されたものである。

以下に、その国際協定をあげる。

・生物多様性条約
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・国連気候変動枠組条約

・地域・国際水域条約

・オゾン層保護条約及びモントリオール議定書

・砂漠化対処条約（CCD）

・残留有機汚染物質（POPs）に関するストックホルム条約

（3）運営プログラム

6 つの環境テーマについては、14 の運営プログラム（Operational Programs）を策定して、

それぞれのテーマの問題に効果的に対処することをめざしている。

生物多様性

・乾燥・半乾燥地帯エコ・システム

・沿岸・海洋・淡水エコ・システム

・森林エコ・システム

・農業へ重要な生物多様性の保全及び持続可能な利用

気候変動

・エネルギー効率及びエネルギー管理への障害除去

・障害除去と実施費用の低減による更新可能エネルギーの採用推進

・低温暖化ガス排出エネルギー技術の長期的コスト低減

・環境持続可能な運輸の推進

国際水域

・水域運営プログラム

・総合土地・水際地域運営プログラム

・汚染物質運営プログラム

多目的領域

・総合エコ・システム運営

（4）調査対象 9 か国に対する援助動向

GEF は資金提供のためのシステムであり、独自の方針や戦略をもっているわけではない。

プロジェクトは途上国側から GEF に要請されるが、世界銀行、UNDP、UNEP などの国際

機関、二国間援助機関、科学者、NGO などがプロジェクトの形成や実施を行う。したがっ

て、実質的にはこれらの機関の援助方針に沿って、プロジェクトが実施されている。
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（5）展　望

GEF は上記のオペレーションプログラムに沿って、プロジェクト実施を要請する国と実

施機関と協力して、地球規模の環境問題に対処するとしている。本調査が対象とする中米・

カリブ海地域へと特化したプログラムはないため、今後の活動の展望としては、国際協定

の目的を達成するためのプロジェクトの必要性が高まると思われる。
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